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文字広告について 資料1

北海道新聞旭川市内販売所会

事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

責任の所在 ①
広告の掲載には社会的、法的な責任が伴います。掲載された広告の内容について、あかり発行側（以下「当方」と呼ぶ）が負

担した損害を含め、一切の責任は広告主が負うものとします。

掲載権 ②
広告の掲載可否の最終決定権は「当方」が保有し、審査の上、広告の掲載をお断りすることがあります。また、その理由を明

示する義務は負いません。

③ 責任の所在が不明確なもの。

④ 内容、目的が不明確なもの。

⑤ 関係諸法規に違反、またはその恐れがあるもの。

⑥ 虚偽、誇大、または不正確で誤認を与える恐れのあるもの。

⑦ 自己の優位性を強調するために、ほかを引き合いに出す広告で不適当な表現のもの。

⑧
人種、民族、身分・地位、地域、職業、性別、病気・障害などについて差別するものや、プライバシーの侵害、セクシャルハラ

スメントなど、人権を侵害する恐れのあるもの。

⑨ 品位がなく、公序良俗を乱すようなもの。

⑩ 政治、経済、労働問題、宗教などに関するもの。

全般的な ⑪ 他者の名誉を棄損、あるいは中傷・誹謗（ひぼう）する恐れのあるもの。

掲載不可 ⑫ 信用棄損、業務妨害などの恐れのあるもの。

事項 ⑬ 反社会的、非道徳的など社会秩序を乱す恐れのあるもの。

⑭ 詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法と見なされるもの。

⑮ 非科学的、または迷信に類するもので、読者を惑わせたり、不安を与える恐れのあるもの。

⑯ 他者の名義、写真、談話および商標、シンボルマーク、著作物、特許権などを無断で使用したもの。

⑰ 投機、射幸心などを著しくあおる恐れのあるもの。

⑱ 青少年の健全な育成を妨げる恐れのあるもの。

⑲ 「当方」が広告主を支持、またはその商品、サービスなどを推奨あるいは保証しているかのような表現のもの。

⑳ 広告の掲載によって「当方」が不利益を被る恐れがあるもの。

㉑ そのほか「当方」が不適当と認めたもの。

㉒ 広告でトラブルやクレームが発生した場合、事実関係を確認した上で、その後の掲載をお断りすることがあります。

お申込み ①
１ヶ月以上先まで締め切られている場合や、「今週は掲載可能」、「来週は掲載不可能」など、掲載可能日の順番が狂う場合

があります。お申込みの際は前もってご確認下さい。

②
お申込みの際は、所定の用紙にお客様本人がご記入下さい。（当方での代筆はしません）

再度お申込みの場合は、内容が同じであっても新たに「お申込み用紙」にご記入下さい。

複数回の

お申込み
③

複数回掲載のお申し込みは、お預かりする原稿内容に「掲載まで変更がないこと」が条件です。

ただしお申込みできる期間は、当方のスケジュールによる「掲載可能な月」を含む２カ月とします。

再度複数回のお申込をする場合は、新たにお申込用紙にご記入下さい。

※詳細は、別紙（資料２）　「文字広告・複数回のお申込みについてのお願い」　をご確認下さい。

④ 「文字化け」を起こす可能性のある、記号、絵文字等は使えません。（環境依存文字）

⑤ 文字数は1行20文字×6行＝120文字までとします。英数・カタカナ半角可。句読点は一マスとみなします。

⑥ 強調文字部分を指定（全文字数の30％以下）して下さい。

確認 ⑦
上記②～⑥の制限を超えた場合は受付できません。

（連絡の上再度お申込いただきますが、それにより掲載が間に合わなかった場合、当方は一切の責任をもちません）

⑧ 申込書の　a．強調文字指定　　b．校正確認の有無　　c．掲載日　の指定を必ず確認および記入をして下さい。

⑨ 申込書の「最終確認事項」を確認の上サインをご記入ください。サインの無いものは「無効」になります。

⑩ 必要に応じて、本人確認のため「身分を証明できるもの」を提示、またはコピーさせていただくことがあります。

⑪ 今一度、電話番号および原稿内容についての確認、問い合わせをさせていただく場合があります。

変更・取消 ⑫
掲載原稿についての変更・取消等は発行日２週間前までとします。

長期・連続掲載分の原稿は途中変更できません。やむを得ない変更の場合は２週間前までにお願いします。

⑬ 急なご事情により、掲載をする電話番号に変更が生じた場合は至急ご連絡下さい。

校正 ⑭ 校正が必要な場合は連絡の上ご確認いただきます。ただし間違いの修正のみとし、内容の変更はできません。

連絡 ⑮
締切が早まり例外的に「先付の申込」を受付ける場合、および校正の締切日など、必要に応じてお客様に連絡させていただ

きますが、その場合は、電話・ＦＡＸのいずれかにより原則１回とさせていただきます。（メールは応相談による）

① 掲載ミスによる損害賠償はいたしません。

② お客様への連絡後、お客様が「お伝えした期日」に間に合わず掲載できなかった場合、当方は一切の責任をもちません。

③ 掲載後のお客様同士の取引は自己責任で行ってください。当方では一切の責任をもちません。

④ 代行申し込みによりトラブルが発生した場合、当方は一切責任を負いません。またトラブルの仲介・斡旋は行いません。
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　　（電話番号間違い等、やむを得ない場合は除きます）

　　① 預かる原稿量は膨大になります。「○月○日の分は変更したが、△月△日の分が変更されてない」 など、

　　　その他、間違いやトラブルが生じる恐れがあるのでお断りしています。

　　② 以降、再度お申込みいただく場合は、内容が同じであっても新たに「申込書」にご記入願います。

３．先付の申し込みが殺到し締切が早まり、「２カ月ルール」が崩れることがまれに発生します。
　　その場合は販売所からお知らせいたします。なお、お知らせの方法および回数等については
　　別紙（資料１）「文字広告のお申込について」に準じます。

　　① お申込みが来月からの掲載であっても、今月がまだ締め切られていない場合は、今月からの２カ

　　　 月間がお申込み（原稿をお預かりできる期間）できる期間になります。

　　　 （お客様の希望掲載日から起算しての２か月間ではありません）

２．お申込み期間は、当方のスケジュールによる「掲載可能月」を含む2カ月とします。

１．複数回掲載のお申込みは、お預かりする原稿内容に「掲載まで変更がないこと」が条件です。

　例１）１２月中に、１２月中掲載の申込みが可能だった場合。

　　　　１月３１日発行分までの原稿をお預かりできます。

　　　　２月分は１月にあらためてお申込み下さい。

　例２）１２月中に１２月中掲載を申込んだが、すでに１２月全てが締め切られているため、１月から

　　　　の掲載を申込んだ場合。

　　　　１月～２月末までの原稿をお預かりできます。

　　　　３月分は、２月にあらためてお申込みください。

お客様各位

北海道新聞旭川市内販売所会

　日頃より「あかり」をご利用いただき誠にありがとうございます。
　さて、私ども北海道新聞旭川市内販売所会（以下、旭市会と称す）は、「あかり」の発行に際しより多く
の皆様に広くご利用いただくことを目的としています。そのために市内１９販売所での受付を可能とし、
お近くの販売所から気軽にお申込みができる体制を整えています。
　お蔭様で「文字広告」も大変ご好評をいただいておりますが、「複数回分のお申込」をされるお客様が大
変多くなっております。これに伴い、新規のお申込

お客様各位

北海道新聞旭川市内販売所会

文字広告・「複数回申込み」
についてのお願い

　日頃より「あかり」をご利用いただき誠にありがとうございます。
　私ども北海道新聞旭川市内販売所会は、「あかり」発行の趣旨を「より多くの皆様に広くご利用いただく
こと」としています。そのため市内１９販売所での受付を可能とし、お近くの販売所から気軽にお申込み
ができる体制を整えています。
　お蔭様で「文字広告」も「複数回お申込み」のお客様も増えてきており大変ありがたく存じますが、これに伴
い「新規お申込のお客様」が「１カ月以上待たなければ掲載できない…」という新たな問題が生じております。
その解決方法として、「複数回お申込み」のお客様には以下の制限を設けさせていただきますので、何卒ご理解
とご協力の程をよろしくお願い申し上げます。
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